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国
道
２
号
沿
道
の
都
市
防
災

不
燃
化
促
進
事
業
助
成
の
一
時

休
止
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ

ん
へ
説
明
し
ま
す
。
問
合
せ
は

都
市
政
策
グ
ル
ー
プ
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
５
２
６
）
へ
。

　

都
市
防
災
不
燃
化
促
進
事
業

は
、
大
規
模
な
地
震
等
に
よ
っ

て
火
災
が
発
生
し
た
場
合
、
延

焼
拡
大
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
火
災
を
避
け

安
全
に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
国
道
２
号
沿
い
に

耐
火
建
築
物
を
建
築
す
る
施
主

に
対
し
、
費
用
の
一
部
を
助
成

し
て
不
燃
化
を
促
進
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。　

　

こ
の
事
業
は
、
平
成
８
年
度

か
ら　

年
間
で
不
燃
化
率
を　

10

７０

％
以
上
に
す
る
こ
と
を
目
標
に

進
め
て
き
ま
し
た
が
、
平
成　
１７

年
度
末
に
お
け
る
不
燃
化
率
の

見
込
み
は
約　

％
に
な
っ
て
い

６６

ま
す
。
災
害
に
強
い
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
引

き
続
き
事
業
の
延
長
が
必
要
と

考
え
て
い
ま
し
た
が
、
目
標
数

値
近
く
ま
で
整
備
が
進
ん
だ
こ

と
と
近
年
の
財
政
状
況
か
ら
、

残
念
な
が
ら
当
面
の
間
は
助
成

を
一
時
休
止
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
判
断
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
事
業
の
再
開
に
つ
い

て
は
、
財
政
状
況
お
よ
び
今
後

の
不
燃
化
率
の
進
ち
ょ
く
状
況

を
勘
案
し
て
判
断
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
ご
理
解
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
川
原
勝
さ
ん
（
西
宮
警
察

署
）　

交
通
事
故
捜
査
に
従
事

し
、
悪
質
交
通
違
反
の
取
り
締

ま
り
や
事
故
予
防
の
た
め
の
真

相
究
明
を
熱
心
に
行
い
、
市
民

の
安
全
確
保
に
貢
献　

　
�
今
冨
伸
隆
さ
ん
（
甲
子
園

警
察
署
）　

知
能
犯
事
件
捜
査
、

環
境
経
済
事
件
捜
査
に
従
事
し
、

貸
金
業
法
違
反
事
件
、
廃
棄
物

法
違
反
事
件
を
検
挙
す
る
な
ど
、

市
民
生
活
の
安
全
確
保
に
貢
献

　
�
西
川
和
良
さ
ん
（
甲
子
園

警
察
署
）　

直
轄
警
ら
隊
分
隊

長
と
し
て
管
内
の
治
安
維
持
に

従
事
し
、
迅
速
な
初
動
活
動
に

よ
り
数
々
の
事
件
を
検
挙
し
、

市
民
の
安
全
確
保
に
貢
献

　
�
村
上
誠
さ
ん
（
西
宮
警
察

署
）　

警
衛
警
護
、
災
害
対
策

業
務
に
従
事
し
、
重
要
施
設
の

警
戒
や
災
害
対
策
に
お
い
て
中

心
的
役
割
を
担
い
、
市
民
の
安

全
確
保
に
貢
献　

　
�
和
田
茂
さ
ん
（
西
宮
警
察

署
）　

交
番
に
勤
務
し
、地
域
で

の
地
道
な
防
犯
活
動
を
続
け
、

窃
盗
犯
人
の
検
挙
や
飲
酒
運
転

の
取
り
締
ま
り
に
成
果
を
収
め
、

市
民
の
安
全
確
保
に
貢
献　

　

市
は
毎
年
、
市
内
の
警
察
署

に
勤
務
し
、
安
全
で
住
み
よ
い

ま
ち
づ
く
り
に
活
躍
し
て
い
る

警
察
官
に
「
西
宮
市
民
の
警
察

官
賞
」を
贈
っ
て
い
ま
す
。今
年

は
２
月　

日
に
、
次
の
５
人
の

１０

皆
さ
ん
へ
、
山
田
市
長
か
ら
表

彰
額
を
、
小
林
市
議
会
議
長
か

ら
記
念
品
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

　

問
合
せ
は
秘
書
・
国
際
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
４
３

２
）
へ
。　

　

市
は
、４
月
１
日
か
ら
、窓
口

な
ど
の
一
般
的
な
開
庁
時
間
を

現
行
よ
り　

分
延
長
し
ま
す
。

１５

こ
れ
に
よ
り
、
開
庁
時
間
は
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
半
ま
で

に
な
り
ま
す
。　

　

問
合
せ
は
職
員
課
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
５
０
１
）
へ
。

市役所の開庁時間を延長

4月1日から
午後5時半まで開庁
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民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民
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「
市
民
の
警
察
官
賞
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安
全
で
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に

貢
献
の
５
人
へ
贈
呈

市
か
ら
の
伝
言
板

国
道
２
号
沿
道
の
都
市
防
災
不
燃
化
促
進
事
業

に
よ
る
助
成
を
一
時
休
止
し
ま
す
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　平成１７年度から20年度までの第３次西宮市行財政改善実施計画（１７年１１月改訂）の
主な取り組み内容は次のとおりです。昨年の改訂時では２０年度までの財源不足額は
約１５０億円を見込んでいましたが、今回の財政収支試算では事業用地取得貸付金元金
の収入や投資的事業の見直しなどで約７１億円となり、赤字再建団体への転落は回避で
きる見込みです。しかし、２１年度には財源不足累計額が増加する見込みであり、１８年
度以降に実施予定の取り組みの目標額設定、第３次西宮市総合計画の実施計画におけ
る事業の見直し、予算執行管理の徹底などにより財源不足額の解消に努めます。　

第3次西宮市行財政改善実施計画の主な取り組第3次西宮市行財政改善実施計画の主な取り組みみ
問合せは行財政改善グルー問合せは行財政改善グループプ（（０７９８・３５・３４９４０７９８・３５・３４９４））へへ

< 第3次行財政改善の目標と財政収支試算表との比較 >
【財政収支試算表】平成18年2月試算・普通会計一般財源ベース
　平成18年度当初予算での取り組みを反映しています  　  （単位：百万円）

※１　「財政基金等」は、年度間の財源の不均衡を調整する基金で、財源
　　に余裕のある年度に積立てを行い、財源不足が生じる年度に活用す
　　るために設置している。財政基金、減債基金等がある
※２　財政収支試算表の対象外の特別会計、企業会計の取り組みも含む
※３　Fは平成18年度当初予算・上記試算表に反映していない取り組み
　　で、今後取り組んでいく予定のもの

（1）人事・組織の見直し…目標額約103億円

（2）事業・施策の見直し…目標額約37億円
（3）財政の効果的・効率的な運営…目標額約65億円

�平成18年度以降に実施する主な取り組み

（4）公営企業の経営改善…目標額約6億円

　（注）「団体等に関する補助金支出の見直し」の詳細については、
３月下旬に市ホームページ（アドレスはページ下参照）に掲載する
予定です。なお、年度別の削減額とその合計は下表のとおりです

表１　【団体等に関する補助金支出の見直し集計表】   （単位：千円）

合計20年度19年度18年度17年度区分

412,847102,338102,732103,556104,221歳入 A

429,377108,783106,476105,799108,319歳出 B

△16,530△6,445△3,744△2,243△4,098歳入歳出差引  C＝（A－B）

7,66101,3202,2434,098財政基金等繰入金等 D   ※１

△8,869△6,445△2,42400単年度収支 E＝（C＋D）

△8,869△2,42400実質収支（財源不足累計額）

�平成17年度からすでに実施している取り組み

�平成17年度からすでに実施している取り組み

�平成18年度以降に実施する主な取り組み

�平成17年度からすでに実施している主な取り組み

�平成17年度からすでに実施している主な取り組み

�平成18年度以降に実施する主な取り組み

見直しの内容項目
・市長および助役、収入役等特別職の報酬等を減額する（市長20％、助役15％、収入
役・教育長・常勤監査委員・水道事業管理者は各10％、行政委員等5％）特別職報酬等の減額
・議員報酬の5％減額および費用弁償の一部廃止
職員給料等について一定割合の減額や見直しを実施する（給料の減額、退職時特別昇
給の廃止、退職手当の見直し、管理職手当等の見直し・減額、嘱託職員報酬の減額）

給料の減額等

・掛金の負担割合を「職員：事業主（市）＝1：0.64」とする職員自治振興会への
負担の見直し ・振興会の事業に対する補助の廃止

事務事業や事務執行体制の見直し、再任用制度の活用等により正規職員を減員（平成
17年度に68人、18年度に40人、19年度に52人、20年度に90人。合計250人）する

正規職員の減員

見直しの内容項目
文化振興財団、都市整備公社、斎園サービス公社、スポーツセンターなど
の外郭団体について、整理統合も含めて抜本的に見直す

外郭団体の抜本的見直し

支所・サービスセンター・分室について、機能、体制等を見直し、効率
化を図る

支所・サービスセンター等の見直し

市長等特別職の退職手当を見直す（市長20％、助役15％、収入役・教育
長・常勤監査委員・水道事業管理者は各10％減額する）

市長等特別職の退職手当の見直し

特殊勤務手当について、抜本的に見直す（44件廃止、20件減額）特殊勤務手当の見直し

見直しの内容項目
定員割れが継続している幼稚園（鳴尾西幼稚園）を休級にし、休園、統廃合を行う公立幼稚園のあり方の検討

見直しの内容項目
枠配分予算の物件費の削減および内部管理経費の見直しを
行い、経費節減に努める

物件費などの節減

職員自治振興会、嘱託職員互助会等に対して支出している
補助金を見直す　　　　　　　　　　  ※削減額は表１参照

団体等に対する補助
金支出の見直し（注）

具体的な利用計画が定まっていない市有地を整理・集約し、
順次、売却処分する

遊休市有地の売却

市のホームページにおいてバナー広告を掲載する広告料収入の増収

見直しの内容項目
団体等に支出している補助金について、一定の基準を定
めて１件ごとに評価し、見直しを行う ※削減額は表１参照

団体等に対する補助金
支出の見直し(注）

生活保護被保護世帯に対する水道料金および下水道使用
料の減免措置を廃止し、繰出金を減額する

一般会計から公営企業会
計および特別会計への繰
り出し基準の見直し

見直しの内容項目

現在取り組んでいる経営健全化計画を着実に推進し、経営体質
の改善を図る（人事、組織の見直し、人間ドックの改善など）

中央病院事業の
経営改善

現在取り組んでいる経営改善を着実に推進し、低廉な使用料で
安定的な給水を行う（浄水場の包括的民間委託の実施など）

水道事業の経営
改善

見直しの内容項目

発行回数を10回から6回に減らすとともに、「宮っ子」のあり方を抜本的に見直す
地域情報誌「宮
っ子」の見直し

【見直し】敬老会（記念品、開催方法の見直し、100歳以上高齢者祝福事業のうち、101歳以
上の事業は廃止）敬老事業の見

直し
【廃止】　敬老祝金、敬老入浴券、金婚を祝う会、寿手帳
社会保障審議会の答申を踏まえ、次の項目について見直す…①保育所運営主体の規制緩和、
②公立・民間保育所の役割分担と民間移管、③民間保育所助成金、④保育所における保育料

保育サービス
の見直し

【縮小】

市単独扶助費
の見直し

・養護老人ホーム入所者法外扶助費…月額2万2500円を平成18年度から1万9000円に

・重度心身障害者（児）介護手当…平成18年度から県基準どおりに

・心身障害者（児）法外日常用具等購入補助…平成18・19年度に対象品目の見直し

・特定疾病患者見舞金…年額6万円を平成18年度は4万円に、19年度から2万円に

【廃止】

・市民福祉金…平成18年度は半額支給、19年度に廃止

・原爆被爆者扶助費…平成18年度は半額支給、19年度に廃止

・寿園法外扶助費…平成18年度に廃止

・生活保護被保護者見舞金（夏季見舞金、年末見舞金）…平成18年度に廃止

・生活保護被保護者レクリエーション事業…平成18年度に廃止

・就学奨励金（眼鏡購入補助金）…平成18年度に廃止

効率的な市民サービスの提供と経費節減を図るため、民間委託を推進する
民間委託の推
進

・下水ポンプ場の維持管理（平成19年度以降）

・養護学校スクールバス運転業務（平成20年度）

既存の使用料・手数料等について、受益の程度に応じた負担の公平化、適正化を図る

使用料・手数料
等の改定等

・廃棄物処理手数料、施設使用料について見直し、平成18年度から改定する

・市立幼稚園保育料を月額8000円から9600円に改定する（平成18年度4歳児、19年度5歳児）

・市立幼稚園保育料、公民館使用料の減免措置について見直しを行う

合計20年度19年度18年度17年度各年度削減額

1,362,022440,651436,508416,41568,448実質削減額合計

【第3次西宮市行財政改善実施計画の目標】　　   （単位：百万円）
合計20年度19年度18年度17年度

21,1917,0116,0964,9733,111
　第３次西宮市行財政改善
　実施計画の目標額

19,3775,9975,3004,9693,111
　上記試算表に含まれて
　いる取り組み等　  ※２

1,8141,01479640　今後の取り組み  F ※３

△7,055△5,431△1,62840
計画実施後の単年度収支
E＋F

△7,055△1,62440計画実施後の実質収支


